
以上の方々が、清潔なまちづくりのためにごみ収集所の見回りなどを行ってくださいます。
清潔なまちを自分たちで作るためにも、正しいごみの分別やごみ出しの日を守ることなど、
自分たちにできることはきちんとしていきましょう。

坂祝町では、「広報さかほぎ」に掲載する広告の募集を行っています。企業や団体のイメージアップ等にぜひ
広告掲載のご検討をお願いします。毎月、各自治会を通して各家庭に配布している他、スーパーセンターオークワ
坂祝店等、町の各施設に配置していますので、広告効果に期待できます。
■ 広告媒体：広報さかほぎ 月1 回（15日発行）で町内全体に配布しています。1 号当たりの発行部数は 2, 5 0 0 部です。
■ 規格・１号あたりの掲載料
　・縦 5. 0 ㎝ × 横 8 . 5 ㎝　 町内事業者 2,500円　町外事業者 3,750円
　・縦 5. 0 ㎝ × 縦 18 . 0 ㎝　町内事業者 5,000円　町外事業者 7,500円
■ 申込方法：坂祝町 H P（トップページ→事業者向け→広告募集）より申請書をダウンロードください。

　オオキンケイギクは、5 月下旬頃から、おもに
木曽川堤防上に咲く黄色の花です。鮮やかできれ
いな花ですが、日本の生態系に重大な影響をおよ
ぼすおそれがある植物として、外来生物法（正式
には「特定外来生物による生態系等に係る被害の
防止に関する法律」）による「特定外来生物」に指定
されています。

　「特定外来生物」とは、外来生物法により、生態系などに被害を及ぼすものとして指定された生物です。
　外来生物法では、特定外来生物に指定された生物を飼育・栽培・保管・運搬・販売・譲渡・輸入・野外に放つこと
などを原則禁止しています。
　これらの項目に違反した場合、最高で個人の場合懲役３年以下もしくは３００万円以下の罰金、法人の場合1億
円以下の罰金が科せられます。

　オオキンケイギクは、強靭で、花枯れ姿が汚くないという理由で、緑化のため道路の法面などに利用され、ポット
苗としても流通していました。
　しかし、あまりの強靭さのために一度定着すると、在来の野草を駆逐し、辺りの景観を一変させてしまう性質を
持っています。
　人の手でこれ以上拡げないようにするため、環境省では、平成 18年 2月、「特定外来生物」に指定しました。

　オオキンケイギクは、同じ株から何年も花を咲かせる多年草です。そのため、オオキンケイギクを繁茂させない
ようにするためには、種子を地面に落とさない、もしくは種子が付く前に、根ごと引き抜いて駆除しなければいけ
ません。
　また、オオキンケイギクは、生きたままの移動や保管が禁止されているので、駆除したオオキンケイギクは、駆
除した場所で天日にさらして枯らす、または、駆除した場所で可燃ごみ袋に入れて密閉し腐らせるなどの処置をし
てから、可燃ごみとして処分することになります。


